
平成19年6月28日
大阪市中央区備後町二丁目２番１号
株式会社りそなホールディングス
代表執行役社長 檜垣 誠司

連 結 貸 借 対 照 表連 結 貸 借 対 照 表連 結 貸 借 対 照 表連 結 貸 借 対 照 表（（（（平成平成平成平成19191919年年年年3333月月月月31313131日現在日現在日現在日現在））））

（単位：百万円）

科　　　　　目 金　　　額 科　　　　　目 金　　　額

（　資　産　の　部　） （　負　債　の　部　）

1,609,285 預 金 31,731,081

1,200,121 譲 渡 性 預 金 1,800,220

114,451 コールマネー及び売渡手形 124,054

571,122 売 現 先 勘 定 13,983

370,899 債券貸借取引受入担保金 55,575

10,385 特 定 取 引 負 債 115,367

7,595,212 借 用 金 993,227

26,252,861 外 国 為 替 3,199

83,265 社 債 866,141

909,471 信 託 勘 定 借 417,715

401,302 そ の 他 負 債 766,672

建 物 114,798 退 職 給 付 引 当 金 3,766

土 地 266,660 そ の 他 の 引 当 金 5,409

建 設 仮 勘 定 1,767 特 別 法 上 の 引 当 金 0

その他の有形固定資産 18,075 繰 延 税 金 負 債 0

40,382 再評価に係る繰延税金負債 43,536

ソ フ ト ウ ェ ア 13,208 支 払 承 諾 1,075,585

の れ ん 21,754 負 債 の 部 合 計 38,015,538

その他の無形固定資産 5,419 （　純  資  産　の　部　）

309,286 資 本 金 327,201

1,075,585 資 本 剰 余 金 223,810

△        543,137 利 益 剰 余 金 917,277

△         14,819 自 己 株 式 △            898 

株 主 資 本 合 計 1,467,391

その他有価証券評価差額金 301,013

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △         15,675 

土 地 再 評 価 差 額 金 60,484

為 替 換 算 調 整 勘 定 △          1,400 

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 344,421

少 数 株 主 持 分 158,327 

純 資 産 の 部 合 計 1,970,139

39,985,678 負債及び純資産の部合計 39,985,678

無 形 固 定 資 産

資 産 の 部 合 計

繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

投 資 損 失 引 当 金

貸 出 金

外 国 為 替

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

買 入 金 銭 債 権

特 定 取 引 資 産

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

第 ６ 期    決  算  公  告

現 金 預 け 金

コールローン及び買入手形

債券貸借取引支払保証金



平成 平成 平成 平成 18181818年  年  年  年  4444月  月  月  月  1111日日日日からからからから

    平成 平成 平成 平成 19191919年  年  年  年  3333月 月 月 月 31313131日日日日までまでまでまで
 

（単位：百万円）

　　科　　　　　　目 金 額

1,153,316

665,223

貸 出 金 利 息 515,486

有 価 証 券 利 息 配 当 金 94,290

コールローン利息及び買入手形利息 8,889

買 現 先 利 息 0

債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息 122

預 け 金 利 息 9,476

そ の 他 の 受 入 利 息 36,959

40,438

207,849

21,995

71,006

146,802

743,461

101,520

預 金 利 息 51,834

譲 渡 性 預 金 利 息 6,055

コールマネー利息及び売渡手形利息 1,298

売 現 先 利 息 309

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 804

借 用 金 利 息 6,501

社 債 利 息 29,396

そ の 他 の 支 払 利 息 5,319

50,811

455

48,505

384,631

157,536

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 58,447

そ の 他 の 経 常 費 用 99,088

409,855

29,162

1,611

24,824

2,726

12,942

2,668

7,720

2,553

426,074

12,466

△ 263,686 

12,396

664,899

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

   連 結 損 益 計 算 書   連 結 損 益 計 算 書   連 結 損 益 計 算 書   連 結 損 益 計 算 書

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

特 定 取 引 費 用

そ の 他 業 務 費 用

特 定 取 引 収 益

そ の 他 業 務 収 益

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

信 託 報 酬

特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 益

償 却 債 権 取 立 益

そ の 他 の 特 別 損 失

減 損 損 失

そ の 他 の 特 別 利 益

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損

当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

少 数 株 主 利 益



 

 

（連結財務諸表の作成方針） 

（1）連結の範囲に関する事項 
① 連結される子会社及び子法人等                 21 社 
主要な会社名 
株式会社りそな銀行 
株式会社埼玉りそな銀行 
株式会社近畿大阪銀行 
りそな信託銀行株式会社 

あさひ銀リテールファイナンス株式会社、Resona Preferred Capital(Cayman)1 Limited、Resona Preferred 
Capital (Cayman)2 Limited 、 Resona Preferred Capital(Cayman)3 Limited 、 Resona Preferred 
Capital(Cayman)4 Limited、Resona Preferred Capital(Cayman)5 Limited、Resona Preferred Capital(Cayman)6 
Limited、Resona Preferred Securities(Cayman)1 Limited、Resona Preferred Securities(Cayman)2 Limited、
Resona Preferred Securities(Cayman)3 Limited、Resona Preferred Securities(Cayman)4 Limited、Resona 
Preferred Securities(Cayman)5 Limited、Resona Preferred Securities(Cayman)6 Limited、Resona Preferred 
Finance(Cayman) Limited 及び Resona Bank (Capital Management) Plc は清算により当連結会計年度から連
結の範囲より除外しております。 
 

② 非連結の子会社及び子法人等 
主要な会社名 

Asahi Servicos e Representacoes Ltda. 
非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に
見合う額）及び繰延ヘッジ損益（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態
及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。 

 
（2）持分法の適用に関する事項 

① 持分法適用の関連法人等                       2 社 
主要な会社名 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 
 

②  持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等 
主要な会社名 

Asahi Servicos e Representacoes Ltda . 
持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等は、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持
分に見合う額）及び繰延ヘッジ損益（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表
に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。 

 
（3）連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

① 連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。 
  12 月末日    4 社 
   3 月末日   17 社 
 

② 連結される子会社及び子法人等は、それぞれの決算日の財務諸表により連結しております。 
なお、連結決算日と上記の決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。 
 

（4）連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項 
連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 
 

（5）のれんの償却に関する事項 
のれんの償却については主として５年間の均等償却を行っております。 



（連結貸借対照表注記） 

注１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

２．金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して

利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定時点を基準とし、連結貸

借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上しております。 

    特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日の時価により、スワ

ップ・先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日において決済したものとみなした額により行

っております。 

３．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、持分法非適用の非

連結子会社・子法人等株式及び持分法非適用の関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有

価証券で時価のあるもののうち株式については主として連結決算日前1ヵ月の市場価格の平均に基づいて算定

された額に基づく時価法、また、それ以外については連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移

動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っておりま

す。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

４．有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、

時価法により行っております。 

５．デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。 

６．有形固定資産の減価償却は、建物については主として定額法、動産については主として定率法を採用しており

ます。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建   物    2年～50年 

動   産    2年～20年 

７．無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当

社、連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として5年）に基づく定額法により償却しており

ます。 

８．株式交付費及び社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。また、従来、社債発行差金について

は資産として計上し、社債の償還期間もしくは償還が可能となる日までの期間にわたり均等償却を行っており

ましたが、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号平成18年8月11日）が一部改正され、改正会計基

準の公表日以降終了する事業年度から適用されることになったことに伴い、当連結会計年度から改正会計基準

を適用し、社債は償却原価法（定額法）に基づいて算定された価額をもって連結貸借対照表価額としておりま

す。これにより、従来の方法に比べ「その他資産」中の社債発行差金は461百万円、「社債」は461百万円、それ

ぞれ減少しております。 

なお、平成18年3月31日に終了する連結会計年度の連結貸借対照表に計上した社債発行差金は、「繰延資産の会

計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準実務対応報告第19号平成18年8月11日）の経過措置に基づき従前

の会計処理を適用し、社債の償還期間もしくは償還が可能となる日までの期間にわたり均等償却を行うととも

に未償却残高を社債から直接控除しております。 

９．銀行業を営む国内の連結される子会社の外貨建資産・負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す関連法

人等株式を除き、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

その他の連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為替相場によ

り換算しております。 



１０．主要な連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計

上しております。 

破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及び

それと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、下記直接減額後の帳

簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。 

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻

懸念先」という。）及び今後の管理に注意を要する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元

本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該

キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キ

ャッシュ・フロー見積法）により引き当てております。 

なお、破綻懸念先のうち、キャッシュ・フロー見積法を適用しない債務者に係る債権については、債権額から、

担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的

に判断し必要と認められる額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上してお

ります。また、特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債

権引当勘定として計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資

産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証によ

る回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額

は340,314百万円であります。 

その他の連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して

必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそ

れぞれ引き当てております。 

１１．投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認め

られる額を計上しております。 

１２．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の処理方法は以下の

とおりであります。 

過去勤務債務       発生年度に一括して損益処理 

数理計算上の差異   各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）によ

る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 

１３．その他の引当金は、将来発生が見込まれる費用または損失について合理的に見積もることができる金額を計上

しております。主な内訳は次のとおりです。 

 預金払戻損失引当金   負債計上を中止した預金について、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、

計上しております。 

利息返還損失引当金   将来の利息返還の請求に備え、過去の返還実績等を考慮した必要額を計上しておりま

す。 

１４．当社並びに国内の連結される子会社及び子法人等のリース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以



外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

１５．一部の銀行業を営む国内の連結される子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方

法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種

別監査委員会報告第 24 号。以下「業種別監査委員会報告第 24 号」という。）に規定する繰延ヘッジによってお

ります。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸

出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価してお

ります。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相

関関係の検証により有効性の評価をしております。 

      また、当連結会計年度末の連結貸借対照表に計上している繰延ヘッジ損益のうち、「銀行業における金融商品会

計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 15 号）を

適用して実施しておりました多数の貸出金・預金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で管

理する従来の「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損益は、「マクロヘッジ」で指定したそれぞれのヘッジ手段

の残存期間・想定元本金額に応じ平成 15 年度から最長 10 年間にわたって、資金調達費用又は資金運用収益とし

て期間配分しております。 

なお、当連結会計年度末における「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失は 4,958 百万円（税効果額控除前）、

繰延ヘッジ利益は 6,257 百万円（同前）であります。 

１６．一部の銀行業を営む国内の連結される子会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッ

ジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会

計士協会業種別監査委員会報告第 25 号。以下「業種別監査委員会報告第 25 号」という。）に規定する繰延ヘッ

ジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する

目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務

等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価し

ております。 

    また、外貨建有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価

証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が生じていること等を

条件に包括ヘッジとして繰延ヘッジ及び時価ヘッジを適用しております。 

１７．一部の銀行業を営む国内の連結される子会社のデリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以

外の勘定との間又は内部部門間の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通

貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報告第 24 号及び同第 25 号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッ

ジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び

通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。 

      なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジ、時価ヘッジあるいは金利スワップの特例処理を行っており

ます。 

１８．当社及び国内の連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており

ます。 

１９．特別法上の引当金は、次のとおり計上しております。 

証券取引責任準備金 0百万円 証券取引法第65条の2第7項において準用する同法第
51条及び金融機関の証券業務に関する内閣府令第32
条に定めるところにより算出した額を計上しており
ます。 



２０．当社及び一部の連結される子会社は当社を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。 

２１．関係会社の株式及び出資総額（連結子会社及び連結子法人等の株式及び出資を除く） 

  34,703百万円 

２２．有形固定資産の減価償却累計額       207,668百万円 

２３．有形固定資産の圧縮記帳額            62,398百万円 

２４．連結貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機の一部については、所有権移転外ファイナンス・リー

ス契約により使用しております。 

１．取得価額相当額     動産   14,647 百万円 

その他    768 百万円 

合計  15,416 百万円 

２．減価償却累計額相当額  動産    6,759 百万円 

その他    458 百万円 

合計   7,217 百万円 

３．期末残高相当額     動産    7,888 百万円 

その他    310 百万円 

合計   8,199 百万円 

４．未経過リース料     １年内   2,582 百万円 

 期末残高相当額     １年超  5,996 百万円 

合計   8,578 百万円 

５．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料    2,711 百万円 

減価償却費相当額 2,521 百万円 

支払利息相当額     228 百万円 

６．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

７．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各連結会計年度への配分方法

については、利息法によっております。 

２５．貸出金のうち､破綻先債権額は 20,401百万円､延滞債権額は 403,396百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は

利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を

除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項

第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ること

を目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

２６．貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は 11,911百万円であります。 

なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破

綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

２７．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 278,862百万円であります。 



なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払

猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権

及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

２８．破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 714,572百万円でありま

す。 

なお、25．から28．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

２９．手形割引は業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀

行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分でき

る権利を有しておりますが、その額面金額は357,553百万円であります。 

３０．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産   
 特定取引資産 63,929 百万円 
 有価証券 3,124,109  
 貸出金 284,470  
その他資産 3,960  

担保資産に対応する債務   
 預金 144,109 百万円 
 売現先勘定 13,983  
 債券貸借取引受入担保金 29,574  
 借用金 776,300  
 その他負債 288  

上記のほか、為替決済、デリバティブ取引等の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、現金預け金436百

万円、有価証券951,893百万円及びその他資産3,340百万円を差し入れております。 

また、その他資産のうち先物取引差入証拠金は14,926百万円、敷金保証金は23,055百万円であります。 

３１．土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、一部の国内の連結される子会社及び

子法人等の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に

係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部

に計上しております。 

再評価を行った年月日     平成10年3月31日 

同法律第3条第3項に定める再評価の方法       土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日 

                                           公布政令第119号）第2条第1号に定める地価公示法に 

                                           より公示された価格（平成10年1月1日基準日）に基づ 

                                           いて、地点の修正、画地修正等、合理的な調整を行って 

                                           算出しております。 

    同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用土

地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 4,261百万円 

３２．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金 167,000百万円

が含まれております。 
３３．社債には、劣後特約付社債 656,141百万円が含まれております。 

３４．元本補てん契約のある信託の元本金額は、金銭信託 516,755百万円であります。 

３５．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（証券取引法第2条第3項）による社債に対する保証債務の額は

544,188百万円であります。 



なお、当該保証債務に係る支払承諾及び支払承諾見返については、「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10

号）別紙様式が「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第38号平成19年4月17日）により改

正され、平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用されることになったことに伴い、当連結会計年度から

相殺しております。 

これにより、従来の方法に比べ支払承諾及び支払承諾見返は、それぞれ544,188百万円減少しております。 

３６．1株当たりの純資産額        △23,676円 18銭 

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号平成14年９月25日）が平

成18年１月31日付で改正され、会社法施行日以後終了する連結会計年度から適用されることになったことに伴

い、当連結会計年度から同適用指針を適用し、１株当たりの純資産額は「繰延ヘッジ損益」を含めて算出して

おります。これにより、従来の方法に比べ１株当たりの純資産額は 1,375円49銭減少しております。 

３７．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、｢有価証券」のほか、「特

定取引資産」中の商品有価証券、コマーシャル・ペーパー及び短期社債、「現金預け金」中の譲渡性預け金並び

に「買入金銭債権」中のコマーシャル・ペーパー、信託受益権が含まれております。以下40．まで同様であり

ます。 

売買目的有価証券 

 連結貸借対照表計上額 
当連結会計年度の損益に
含まれた評価差額 

 （百万円） （百万円） 

売買目的有価証券 291,026 272 
満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  
 

連結貸借 
対照表計上額 

時価 差額 
うち益 うち損 

 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

地方債 148,451 148,074 △ 377 588 966

その他有価証券で時価のあるもの 

  
 取得原価 

連結貸借 
対照表計上額 

評価差額 
うち益 うち損 

 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

株式 390,466 839,411 448,944 451,428 2,483

債券 4,951,728 4,913,534 △ 38,193 1,468 39,662

国債 3,927,606 3,894,702 △ 32,903 814 33,718

地方債 311,550 308,743 △ 2,806 376 3,183

社債 712,570 710,087 △ 2,483 277 2,760

その他 1,054,405 1,076,576 22,171 49,626 27,455

合  計 6,396,599 6,829,521 432,921 502,523 69,601

なお、上記の評価差額から時価ヘッジによる損益計上分 12,281百万円及び繰延税金負債 119,197百万円を差し

引いた額 301,443百万円のうち少数株主持分相当額 407百万円を控除した額に、持分法適用会社が所有するそ

の他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 △ 22百万円を加算した額 301,013百万円を「その他

有価証券評価差額金」に計上しております。 

３８．当連結会計年度中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。 

 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 
 （百万円） （百万円） （百万円） 

その他有価証券    20,521,550     148,413       59,169 



３９．時価評価されていない有価証券のうち、主なものの内容と連結貸借対照表計上額は、次のとおりであります。 

内容 連結貸借対照表計上額（百万円） 

満期保有目的の債券  
非上場内国債券        30,640 

その他有価証券  
非上場内国債券        571,668 
非上場株式        122,077 

４０．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間ごとの償還予定額は次のとおりでありま

す。 

 
 

1 年以内 1 年超 5年以内 5 年超 10 年以内 10 年超 

 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
債券 2,939,623 1,368,164 614,257 742,346
国債 2,387,786 452,723 328,040 726,152
地方債 63,290 152,803 241,102 －
社債 488,547 762,637 45,115 16,193

その他 11,400 85,151 240,849 232,712
合  計 2,951,024 1,453,316 855,106 975,058

４１．金銭の信託の保有目的別の内訳は次のとおりであります。 

 連結貸借対照表計上額 
当連結会計年度の損益に
含まれた評価差額 

 （百万円） （百万円） 

運用目的の金銭の信託 10,385 385 
４２．消費貸借契約により貸し付けている有価証券はありません。現金担保付債券貸借取引により受け入れている有

価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券で、(再)担保に差し

入れている有価証券は 38,342百万円、当連結会計年度末に当該処分をせずに所有しているものは 7,263百万円

であります。 

４３．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約でありま

す。これらの契約に係る融資未実行残高は、9,880,502百万円であります。このうち原契約期間が1年以内のも

の又は任意の時期に無条件で取消可能なものが 9,556,809百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずし

も連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの

契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結される子会社及び子

法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられてお

ります。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予

め定めている手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じて

おります。 

４４．当連結会計年度末の退職給付債務等は以下のとおりであります。 

退職給付債務 △ 345,576  百万円 
年金資産（時価） 601,754  

未積立退職給付債務 256,178  

未認識数理計算上の差異 △ 128,796  

連結貸借対照表計上額の純額 127,381  

前払年金費用 131,148  

退職給付引当金 △ 3,766  



４５．従来、その他有価証券に区分される物価連動国債等については、現物の金融資産部分と組込デリバティブ部分

を一体として時価評価し、評価差額を損益に計上しておりましたが、「その他の複合金融商品（払込資本を増加

させる可能性のある部分を含まない複合金融商品）に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第12号平成18年

３月30日）が公表されたことに伴い、当連結会計年度から同適用指針を適用し、前連結会計年度末の連結貸借

対照表価額を取得原価として償却原価法を適用し時価評価による評価差額（税効果額控除後）を純資産の部に

計上しております。これにより、従来の方法に比べその他有価証券評価差額金は808百万円減少し、繰延税金資

産は550百万円増加しており、税金等調整前当期純利益は1,358百万円増加しております。 

４６．当社を連結納税親会社とする連結納税主体の繰延税金資産につきましては、業績安定に伴う課税所得の発生や、

平成18年11月の新「経営の健全化のための計画」策定など、業績予測や課税所得発生の確実性向上を踏まえて、

当連結会計年度より、将来課税所得の見積可能期間を従来の１年からおおむね５年として計上しております。 

４７．「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号平成17年12月９日）および「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号平成17年12月９日）が

会社法施行日以後終了する連結会計年度から適用されることになったこと等から、「銀行法施行規則」（昭和57

年大蔵省令第10号）別紙様式が「無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第60号平成18年４

月28日）により改正され、平成18年４月１日以後開始する事業年度から適用されることになったことに伴い、

当連結会計年度から以下のとおり表示を変更しております。 

(1)「資本の部」は「純資産の部」とし、株主資本、評価・換算差額等及び少数株主持分に区分のうえ、表示し

ております。 

なお、当連結会計年度末における従来の「資本の部」の合計に相当する金額は1,827,488百万円であります。 

(2)純額で「繰延ヘッジ損失」又は「繰延ヘッジ利益」として「その他資産」又は「その他負債」に含めて計上

していたヘッジ手段に係る損益又は評価差額は、税効果額を控除のうえ評価・換算差額等の「繰延ヘッジ損

益」として相殺表示しております。 

(3)「株式等評価差額金」は、「その他有価証券評価差額金」として表示しております。 

(4)負債の部の次に表示していた「少数株主持分」は、純資産の部に表示しております。 

(5)「動産不動産」については、「有形固定資産」「無形固定資産」または「その他資産」に区分して表示してお

ります。 

①「動産不動産」中の土地建物動産は、「有形固定資産」中の「建物」「土地」「その他の有形固定資産」と

して区分表示し、また建設仮払金は「有形固定資産」中の「建設仮勘定」として表示しております。 

②「動産不動産」中の保証金権利金のうち権利金は、「無形固定資産」中の「その他の無形固定資産」とし

て、保証金は、「その他資産」として表示しております。 

③「その他資産」に含めて表示していたソフトウェアは、「無形固定資産」中の「ソフトウェア」として表

示しております。 

(6)資産の部に独立掲記していた「連結調整勘定」は、「無形固定資産」中の「のれん」として表示しておりま

す。これに伴い、連結調整勘定償却は、従来、「その他経常費用」中「その他の経常費用」で処理しており

ましたが、当連結会計年度からは無形固定資産償却として「経常費用」中「営業経費」に含めております。 

４８．「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」（企業会計基準第1号平成14年2月21日）及び「自己株式

及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第2号平成14年2月21日）が平成

17年12月27日付及び平成18年8月11日付で一部改正され、会社法の定めが適用される処理に関して適用されるこ

とになったことに伴い、当連結会計年度から同会計基準及び適用指針を適用しております。なお、これによる



損益に与える影響はありません。 

４９．平成19年4月25日に、第三者割当の方法による優先株式の発行を決定しております。 

(1) 募集等の方法 第三者割当 

(2) 発行する株式の種類 第9種優先株式 

(3) 発行する株式の数 100,000株 

(4) 発行価額 1株につき3,500,000円 

(5) 発行総額 3,500億円 

(6) 発行価額のうち資本へ組み入れる額 1株につき1,750,000円 

(7) 発行価額のうち資本準備金へ組み入れる額 1株につき1,750,000円 

(8) 払込期日 平成19年6月5日 

(9) 新株の配当起算日 平成19年6月5日 

(10) 資金の使途 財務基盤の強化ならびに公的資金返済に向けた適切な資

本政策の運営を実現するため。 

(11) その他重要な事項 会社法第447条第3項及び会社法第448条第3項に基づき、株

式発行と同時の資本金の額及び資本準備金の額の減少を

行います。 

また、平成19年4月25日に、資本金の額及び資本準備金の額の減少を行うことを決定しております。 

(1) 目的 第9種優先株式の発行により払い込まれた資金を自己株式

の取得原資（分配可能額）である「その他資本剰余金」へ

と振り替えることにより、公的資金返済に向けた機動的か

つ適切な資本政策運営を実現するため。 

(2) 資本減少の方法 会社法第447条第3項及び会社法第448条第3項に基づく、株

式発行と同時の資本金の額及び資本準備金の額の減少に

よる。 

(3) 減少する資本の額 1,750億円 

(4) 減少する資本準備金の額 1,750億円 

(5) 減少する発行済株式数 なし 

(6) 法定公告掲載日 平成19年5月2日 

(7) 債権者異議申述最終期日 平成19年6月4日 

(8) 効力発生日 平成19年6月5日 

(9) その他重要な事項 同時に第9種優先株式の発行により資本金を増額いたしま

すので、効力発生日後の資本金の額が同日前を下回ること

はありません。 

５０．銀行法施行規則第34条の10第1項第4号に規定する連結自己資本比率（第二基準）は、10.56%であります。 

 



（連結損益計算書注記） 

  注 １．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

２．1株当たり当期純利益金額 53,933 円 18 銭  

３．潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 34,237 円 60 銭 

４．特定取引目的の取引については、取引の約定時点を基準とし、当該取引からの損益を連結損益計算書上「特

定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。 

特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有価証券、金銭債権等に

ついては前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会

計年度末と当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。 

５．投資額の回収が見込めなくなったことに伴い、稼動資産のうち一部の営業用店舗について 3,523 百万円、廃

止予定店舗や遊休施設等について 4,196 百万円の「減損損失」を計上しております。 

上記「減損損失」の合計のうち、建物は 3,009 百万円、土地は 2,081 百万円、その他の有形固定資産は 2,629

百万円、その他の無形固定資産は 0百万円であります。 

グルーピングの単位は、稼動資産については、継続的な管理・把握を実施している各営業店舗としておりま

す。本部、研修所、システムの集中センター、福利厚生施設等の独立したキャッシュ・フローを生み出さな

い資産は、共用資産としております。また、廃止予定店舗や遊休施設等については、各々独立した単位とし

ております。 

回収可能価額の算定は、原則として正味売却価額によっており、主として不動産鑑定評価額から処分費用見

込額を控除して算定しております。なお、一部の営業用店舗については、使用価値により測定しており、将

来キャッシュ・フローを 6.6％で割り引いて算定しております。 

なお、稼動資産については、グルーピングの単位を一定の地域等から、継続的な収支の管理・把握を実施し

ている各営業店に変更しております。この変更は、りそな銀行において同一店舗内に複数営業店が併存する

形態が店舗統廃合で解消したことなどにより、管理会計上の区分である各営業店別のキャッシュ・フローが

より精緻に把握できるようになったことによるものであります。この変更により、従来の方法に比べ、「税金

等調整前当期純利益」が 3,523 百万円減少しております。 

６．「その他経常収益」には、株式等売却益 108,420 百万円を含んでおります。 

７．「その他の経常費用」には、貸出金償却 38,287 百万円、株式等売却損 27,036 百万円を含んでおります。 

８．「その他の特別利益」には、店舗チャネル改革引当金取崩額 2,625 百万円を含んでおります。 

９．「その他の特別損失」は、一部の銀行業を営む国内の連結される子会社におけるシステム更改に伴う損失であ

ります。 

  



信託財産残高表
平成19年3月31日現在

（単位：百万円）

資     産 金  額 負     債 金  額

貸 出 金 151,362               金 銭 信 託 14,341,253            

有 価 証 券 7,981,453             年 金 信 託 4,729,693            

信 託 受 益 権 24,594,659            財 産 形 成 給 付 信 託 1,656                

受 託 有 価 証 券 327                   投 資 信 託 12,899,339           

金 銭 債 権 400,072               金銭信託以外の金銭の信託 228,667               

有 形 固 定 資 産 591,401               有 価 証 券 の 信 託 529,774               

無 形 固 定 資 産 3,321                 金 銭 債 権 の 信 託 416,893               

そ の 他 債 権 18,118                土地及びその定着物の信託 159,371               

銀 行 勘 定 貸 417,715               土地及びその定着物の賃借権の信託 4,697                 

現 金 預 け 金 44,570                包 括 信 託 891,654               

合     計 34,203,001            合     計 34,203,001            

(注) 1.上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。

     2.共同信託他社管理財産 2,713,637百万円

     3.元本補てん契約のある信託の貸出金 151,062百万円のうち、破綻先債権額は 86百万円､延滞債権額は 

       4,288百万円、３ヵ月以上延滞債権額は 161百万円､貸出条件緩和債権額は 20,430百万円であります。

       また、これらの債権額の合計額は 24,967百万円であります。

（付）元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信託を含む。）の内訳は次のとおりであ

      ります。

金銭信託 （単位：百万円）

資     産 金  額 負     債 金  額

貸 出 金 151,062               元 本 516,755               

そ の 他 366,619               債 権 償 却 準 備 金 456                   

そ の 他 469                  

計 517,681               計 517,681               


